
令和 年　 月 日作成
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１　現状把握の部（DO）

95.9%

ス

⑦成果指標

25.0% 50.0% 75.0%

シ ％ 4.0% 26.9% 61.4%

サ ％ 0.0%

262,000 262,000 262,000

ク

⑥対象指標

カ 箇所 4

251,266

ウ

⑤活動指標

4 4 4

キ 千円 262,000

1 2 3

イ 千円 10,373 70,466 160,866

ア 箇所 0 0 0

2,800
トータルコスト(A)＋(B) 千円 0 0 11,333 62,893 97,900 137,800

千円 0 0 960 2,800 2,800

2 2 2 2
延べ業務時間 時間 240 700 700 700

87 93
事業費計  （A） 千円 0 0 10,373 60,093 95,100 135,000

5,100 30,000 47,600 67,500
その他 千円

都道府県支出金 千円 5,186 30,000 47,500 67,500

投
入
量

事
業
費

財
源
内
訳

国庫支出金 千円

一般財源 千円

人件費計  (B)

地方債 千円

人
件
費

正規職員従事人数 人

(2) 総事業費・指標等の推移
　　　　　　　年度
　単位 ２年度（実績） ３年度（実績） ４年度（実績） ５年度（実績） ６年度（目標） ７年度（目標）

％
④ 結果（基本事業の意図：上位の基本事業にどのように貢献するのか）
漁業活動の効率化・就労環境の改善により、働きやすい漁業地域が形成される。

シ 事業実施率（事業費ベース） ％

ス

③ 意図（この事業によって、対象をどう変えるのか）
ク

既存ストックである船揚場の先端部を延ばす改良整備を行い、干潮時でも漁船引き上げを可能にす
る。

⑦ 成果指標（対象における意図の達成度を表す指標）

名称 単位

サ 事業実施率（箇所数ベース）

市管理漁港の既存施設（船揚場）および漁業就労者。
カ 計画箇所数（全体） 箇所

キ 計画事業費（全体） 千円

野野前漁港A船揚場L=67.6mの改良工事を行う。
ウ

⑥ 対象指標（対象の大きさを表す指標）

② 対象（誰、何を対象にしているのか）＊人や自然資源等 名称 単位

12,160

野野前漁港B船揚場L=50.8mの改良工事を行った。
ア 実施箇所数（延べ） 箇所

イ 実施事業費（延べ） 千円
今年度計画（今年度に計画している主な活動）

トータルコスト(A)＋(B) 274,160

(1) 事務事業の目的と指標

① 手段（主な活動） ⑤ 活動指標（事務事業の活動量を表す指標）

前年度実績（前年度に行った主な活動） 名称 単位

地方債 131,000
その他

一般財源 0

事務事業の概要（具体的なやり方、手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述）
全体計画（※期間限定複数年度のみ）

①野野前漁港及び砂子浜漁港において、干潮時に船揚場先端が海面より出てしまうため船底が当たり、漁業活動に著しく支障
をきたしていることから、船揚場の改良を行う。（船揚場の先端を延ばし、干潮時でも漁船の引き上げが可能な状態にする）
②具体的な業務（事務）は以下のとおり。
　　　　ア．工事発注及び監督業務、イ．交付金事業実施に係る計画策定・認可・申請・遂行状況報告・請求等の手続き
③事業費は、野野前漁港及び砂子浜漁港の施設整備（船揚場改良）に使われている。
④令和４年に船揚場の改良工事に必要な測量設計を行い、令和5年度より工事を進めている。

総
投
入
量
　

（
千
円

）

事
業
費

財
源
内
訳

国庫支出金

都道府県支出金 131,000

事業費計  （A） 262,000

人
件
費

正規職員従事人数 2
延べ業務時間 3,040
人件費計  (B)

所
属

部課名 農林水産部水産課 【計画期間】

Ｂ　施設整備
課長名 新沼  秀樹

令和4 年度～ 令和8 年度
係　名 漁港漁村係 電話 27-3111
担当者 片山　真吾 内線 369 ※全体計画欄の総投入量を記入

漁業経営の安定支援
※期間欄に計画期間を記入

根拠法令 - 期　間 事務事業区分

事業

施策名 地域活力を担う水産業の振興
期間限定複数年度

01 06 03 03 4300
基本事業名

政
策
体
系

政策名 豊かな市民生活を実現する産業の振興
事業期間 予算科目

区　分 会計 款

1843 6 9 10

（令和 5 年度実績）

事務事業ID
令和 6 年度 事務事業評価シート 

項 目

事務事業名 漁村再生交付金事業（綾里地区） ☑ 実施計画登載事業 ☐ 総合戦略登載事業
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２　評価の部（SEE）＊原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価

☐  見直し余地がある

☑  結びついている

☐  見直し余地がある

☑  妥当である

☐  見直し余地がある

☑  適切である

☐  向上余地がある

☑  向上余地がない

☐  影響がない

☑  影響がある

☐  削減余地がある

☑  削減余地がない

☐  削減余地がある

☑  削減余地がない

☐  見直し余地がある

☑  公平・公正である

４　課長等意見

１　現状維持

東日本大震災の影響で地盤隆起した漁港施設の改良工事を行うもので、効果的かつ効率的な維持管理・更新などによる施設の長
寿命化が求められる。

低
下 × ×

(1) 今後の方向性 (2) 全体総括・今後の改革改善の内容

※(1)改革改善を実施した場合に期待できる成
果について該当欄に「●」を記入。
（現状維持の場合、コスト及び成果は「維持」）
（終了・廃止・休止の場合は記入不要）

維
持 ● ×

３　今後の方向性（次年度計画と予算への反映）(PLAN)
(1) 改革改善の方向性 (2) 改革・改善による期待成果 (3) 改革改善を実現する上で解決すべき課題とその解決策又は特記事項等

１　現状維持

現状どおり継続して事業を実施する。

コスト

削減 維持 増加

成
果

向
上

やり方を工夫して延べ業務時間を削減できない
か？成果を下げずにより正職員以外の職員や委
託でできないか？（アウトソーシングなど）

適切な事業管理をするために最低限必要な人員で事業実施したものであり、削減余地はない。

公
平
性
評
価

⑧ 受益機会・費用負担の適正化余
地 ▽ 理由・内容

事業の内容が一部の受益者に偏っていて不公平
ではないか？受益者負担が公平・公正になって
いるか？

漁港施設は、主として漁業者が利用しているが、多面的な機能を有し、広く一般市民も利用する公共的な施設であることから、受益
者負担には馴染まないものである。

⑤ 廃止・休止の成果への影響 ▽ 理由・内容

事務事業を廃止・休止した場合の影響の有無と
その内容は？

本事業を廃止・休止すれば、干潮時に船を引き上げることが困難な状況が続き、高齢化が進む漁業者の就労環境が改善されず、漁
業活動に支障をきたす。

効
率
性
評
価

⑥ 事業費の削減余地 ▽ 理由・内容

成果を下げずに事業費を削減できないか？（仕
様や工法の適正化、住民の協力など）

本事業は、かねてから強く要望されてきた事業であり、令和8年度までの事業計画の中で市内2漁港4施設（船揚場）の整備を行うた
め、事業費の削減余地はない。

⑦ 人件費（延べ業務時間）の削減余
地

有
効
性
評
価

④ 成果の向上余地 ▽ 理由・内容

成果を向上させる余地はあるか？成果の現状水
準とあるべき水準との差異はないか？何が原因
で成果向上が期待できないのか？

本事業は船揚場の改良が目的の事業であり、成果の水準は固定されているものである。

▽ 理由・内容

③ この事務事業に対して関係者（住民、議会、事業対象者、利害関係者等）からどんな意見や要望が寄せられているか？
綾里漁協に留まらず、外3漁協（越喜来・吉浜・大船渡市）からも地盤隆起に伴う同様の要望が寄せられ、漁業就労者の減少および高齢化が進行していることから、新たな施設整備
ではなく、既存施設を改良することによる「働きやすい漁業地域づくり」が強く求められている。

目
的
妥
当
性
評
価

① 政策体系との整合性 ▽ 理由・内容

この事務事業の目的は当市の政策体系に結びつ
くか？意図することが結果に結びついている
か？

既存ストックである船揚場の先端部を延伸する改良（前出し）整備を行い、漁業作業の効率化・就労環境の改善を図るものである。

② 公共関与の妥当性 ▽ 理由・内容

なぜこの事業を当市が行わなければならないの
か？税金を投入して、達成する目的か？

市管理漁港の適正な整備は市が行わなければならない。

③ 対象・意図の妥当性 ▽ 理由・内容

対象を限定・追加すべきか？意図を限定・拡充
すべきか？

対象、意図とも適切であり、見直しする余地がない。

震災後の地盤隆起により船を引き上げることが困難になっているとの声が綾里漁協から寄せられ調査を行ったところ、干潮時に船揚場先端の根固めブロックが海面から出ている状
況が市内全域で確認された。この問題を解決するには船揚場の先端部を延ばす改良整備が必要であると判断し、令和2年度より事前協議を進め、令和3年度に計画書を提出し、令
和4年度より事業着手した。

② 事務事業を取り巻く状況（対象者や根拠法令等）は、開始時期あるいは前期基本計画策定時と比べてどう変わったのか？
本事業は「漁村再生交付金」により実施されるものであるが、これは交付期間が3～5ヵ年と定められているため、その期間内に完了する計画としなければならない。船揚場の改良必
要箇所は市内全域に及ぶため、市全体の計画とすると期間内の完了は困難であることから、港勢等により実施箇所を絞ったうえで地区ごとに分割して事業化する必要がある。漁業
形態および支障の度合い等を考慮し、綾里地区（野野前漁港・砂子浜漁港）から着手する。

事務事業ID 1843 事務事業名 漁村再生交付金事業（綾里地区）

(3) 事務事業の環境変化・住民意見等

① この事務事業を開始したきっかけは何か？いつ頃どんな経緯で開始されたのか？
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